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風
疹
に
つ
い
て

　

風
疹
の
主
な

感
染
経
路
は
、

つ
ば
が
飛
ぶ
こ

と
に
よ
る
飛
沫

感
染
で
す
。
感

染
か
ら
約
２
週

間
後
、
発
熱
・

発
疹
・
リ
ン
パ

節
腫し
ゅ

脹ち
ょ
うな
ど
の
症
状
が
出
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
熱
が
下

が
る
と
体
外
に
排
泄
さ
れ
る

ウ
イ
ル
ス
量
は
減
少
し
、
伝

染
力
は
下
が
り
ま
す
。
発
症

後
の
特
別
な
治
療
法
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
、

免
疫
を
獲
得
し
、
流
行
を
抑

制
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

近
年
、
全
国
的
に
急
速
に

感
染
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。

感
染
者
の
９
割
が
成
人
で
あ

り
、
男
性
が
女
性
の
約
３
．

５
倍
、
男
性
は
20
～
40
代
、

女
性
は
20
代
に
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。

　

年
齢
に
よ
り
ワ
ク
チ
ン
接

種
回
数
が
異
な
っ
て
お
り
、

平
成
２
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
人
は
２
回
、
昭
和

37
年
度
～
平
成
元
年
度
に
生

ま
れ
た
女
性
と
、
昭
和
54
年

度
～
平
成
元
年
度
に
生
ま
れ

た
男
性
は
１
回
、
昭
和
54
年

４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

男
性
は
０
回
で
あ
り
、
十
分

な
免
疫
を
持
た
な
い
人
達
が

増
え
た
事
が
原
因
の
ひ
と
つ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ワ

ク
チ
ン
の
接
種
に
よ
っ
て
、

95
％
以
上
の
人
が
免
疫
を
獲

得
で
き
ま
す
。
ま
た
、
２
回

の
接
種
を
受
け
る
こ
と
で
多

く
の
方
に
免
疫
を
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

妊
娠
20
週
頃
ま
で
の
妊
婦

が
風
疹
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す

る
と
、
出
生
児
が
先
天
性
奇

形
な
ど
の
先
天
性
風
疹
症
候

群
を
発
症
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
妊
娠
し
て
か
ら
で

は
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

妊
娠
前
に
免
疫
を
獲
得
し
て

お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
妊

娠
を
希
望
す
る
女
性
や
、
妊

婦
の
家
族
の
う
ち
、
今
ま
で

に
風
疹
に
か
か
っ
た
こ
と
の

な
い
方
は
、
抗
体
検
査
を
受

け
て
、
抗
体
価
が
低
い
場
合

に
は
接
種
を
検
討
し
ま
し
ょ

う
。
妊
娠
と
は
関
係
の
な
い

方
で
も
、
今
年
４
月
か
ら
、

昭
和
37
年
４
月
２
日
～
昭
和

54
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男

性
に
対
し
て
、
風
疹
抗
体
検

査
と
、
検
査
後
の
対
象
者
に

対
し
て
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

補
助
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

対
象
者
は
積
極
的
に
こ
れ
ら

を
活
用
し
風
疹
の
流
行
を
さ

せ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

︵
一
般
社
団
法
人

鴻
巣
市
医
師
会
︶

健康生活健康生活
いき

いき

マナーからルールへ。
改正された健康増進法が、令和２年４月より全面施行されます。
　平成３０年７月に成立した「健康増進法の一部を改正する法律」により、段
階的に敷地内禁煙又は原則屋内禁煙とすることが義務付けられました。
　本市では、既に敷地内禁煙となっている保育所、小・中学校、放課後児童
クラブ等に加え、７月から両支所、公民館等の敷地内を全面禁煙とします。
　なお、本庁舎では、屋外に閉鎖型喫煙所を設置しています。

病院・学校

飲食店・事務所など

学校・児童福祉施設、病院・診療所、
行政機関の庁舎等

飲食店、事業所、工場、ホテル・旅館、旅客
運送事業船舶、鉄道、その他全ての施設

今年７月１日から「敷地内禁煙」
※基準を満たせば屋外に喫煙場所設置可

来年４月１日から「原則屋内禁煙」
※条件を満たす喫煙専用室設置可

お問い合わせ／○受動喫煙対策コールセンター
	 　（☎０３-55３9-０３０３・平日9時３０分～18時15分）
　　　　	 ○鴻巣保健所（☎541-０249）

鴻 巣 市

令和元年 令和２年

7月 4月

学校・児童施設、病院・診療所など
一部施行（敷地内禁煙）7/1

飲食店、オフィス・
事業所など全面施行
（原則屋内禁煙）

4/1

看護職の資格があり、転居・出産育児で離職したなど就業していない方は県ナースセンターへ届出をお願いします。
届出方法／県看護協会ホームページ（「とどけるん」で検索）又は県ナースセンター（☎️ 048-620-7339）


